
樹木伐採フロー図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹木伐採依頼書 兼 同意書 受付 

道路にせり出した樹

木の伐採のお願い

（依頼）送付 

 
（対象）同意がとれていない地権者 

 

樹木伐採の発注・予算化 

全ての同意がとれている場合 

 
一部の同意がとれていない場合 

 

道路にせり出した樹

木の伐採のお願い

（最終確認）送付 

 

送付から一ヶ月経過し、連絡がない場合 

 

送付から一ヶ月経過し、連絡がない場合 

 

地権者・利用者への伐採の

お願いの継続 

優先順位等で 

予算化が難し 

い場合 

優先順位等で予算化が難しい場合 
地区としての 

維持管理 

玉東町での伐採 


